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  都道府県 

各 指定都市 民生主管部（局）長 殿 

  中 核 市 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

企画課自立支援振興室長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

失語症者向け意思疎通支援者の養成カリキュラム等について 

 

 失語症者に対する意思疎通支援について、地域生活支援事業の「専門性の高い意思疎通

支援を行う者の養成研修事業（都道府県必須事業）」に「失語症者向け意思疎通支援者養成

研修事業」が追加されました。カリキュラム及び養成等における留意事項を定めましたの

で、御了知の上、管内市町村及び関係団体への周知について特段の配慮をお願いします。 

 

                記 

 

（実施主体） 

１ 失語症者向け意思疎通支援者の養成は、専門性が高いこと等から都道府県（指定都市、

中核市を含む）が行うこととしている。 

 

（派遣の実施主体） 

２ 養成された支援者は、「意思疎通支援事業（市町村必須事業）」による派遣の対象とす

る。なお、地域の実情を勘案し、都道府県が市町村に代わって派遣事業を実施すること

も可能であるため、適宜連携いただきたい。 

 

（登録者名簿の配布） 

３ 養成研修を修了した者については、登録者名簿を作成し、住所地以外の市町村での活

動や市町村による広域派遣の際の便宜を図るため、管内の市町村に配布されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

失語症者向け意思疎通支援者養成カリキュラム 

 

【必須科目（40時間）】 

養 成 目 標 失語症者の日常生活や支援の在り方を理解し、１対１のコミュニケーションを行

うための技術を身につける。さらに、日常生活上の外出に同行し意思疎通を支援

するための最低限必要な知識及び技術を習得する。 

到 達 目 標 失語症者との１対１の会話を行えるようになり、買い物・役所での手続き等の日

常生活上の外出場面において意思疎通の支援を行えるようになる。 

 

【選択科目（40時間）】 

養 成 目 標 多様なニーズや場面に応じた意思疎通支援を行うために、応用的な知識とコミュ

ニケーション技術を習得するとともに、併発の多い他の障害に関する知識や移動

介助技術を身につける。 

到 達 目 標 電車・バスなどの公共交通機関の利用を伴う外出や、複数の方への支援、個別訪

問等の場面を想定し、失語症者の多様なニーズに応え、意思疎通の支援を行える

ようになる。 

 

【必須科目（40時間）】 

形態 教科名 時間数 目的（学習の目標） 内容 講義担当職種例 

講義 失語症概論 2 失語症の原因、症状、

コミュニケーション

方法の種類、生活状況

等を知り、失語症に関

する基礎知識を会得

する。 

・原因、症状、タイプ 

・類似の障害との差異 

・日常生活、社会生活への影響 

・心理的側面への影響 

・失語症のリハビリテーションの

概要 

・コミュニケーション方法 

・地域生活の状況 

言語聴覚士 

講義 失語症のある

人の日常生活

とニーズ 

1 失語症者の日常生活

における困難と、支援

ニーズを、具体的に理

解する。 

・失語症者による体験談 

・失語症者の生育歴・障害歴 

・日常生活における困難 

・必要としている支援 

・会話の実例（失語症者でも、サ

ポートがあれば会話が可能である

ことを理解してもらう） 

失語症者 

失語症者の家

族 

言語聴覚士 

講義 意思疎通支援

者とは何か 

0.5 失語症者の抱える困

難や支援ニーズを踏

まえ、意思疎通支援者

の役割と支援内容を

理解する。 

・対人支援とは何か 

・意思疎通支援者の役割 

・基本的な支援内容 

言語聴覚士 



 

講義 意思疎通支援

者の心構えと

倫理 

0.5 意思疎通支援者とし

ての失語症者への関

わり方を理解する。 

・心構えと倫理（対等姓、自己決

定の尊重） 

・適切なコミュニケーション態度

（受容・共感等） 

・守秘義務 

言語聴覚士 

講義 コミュニケー

ション支援技

法Ⅰ 

4 失語症者とコミュニ

ケーションを取るた

めに必要な、基本的な

会話技術を理解する。 

・一対一の会話場面を想定し、以

下のような意思疎通支援に係る技

術（道具や絵の利用等も含む）を

理解・習得する。 

  -理解面を補う会話技術 

  -表出面を補う会話技術 

  -話の内容を確認する会話技術 

  -話の要点を書き表す技術  

  -適切な態度によるコミュニケ

ーションの実践 

※会話サロンのような場での実習

を想定 

言語聴覚士 

実習 コミュニケー

ション支援実

習Ⅰ 

18 失語症者とコミュニ

ケーションを取るた

めに必要な、基本的な

会話技術を習得する。 

言語聴覚士 

講義 外出同行支援 1 失語症者が外出先で

困難を感じる場面を

具体的に想定し、意思

疎通を促進するため

の技術を理解する。 

・意思疎通支援を行う場面を具体

的に想定し、必要な技術を理解・

習得する。（買い物、役所での手続

き等） 

言語聴覚士 

実習 外出同行支援

実習 

8 外出時の基本的な意

思疎通支援技術を習

得する。 

言語聴覚士 

講義 派遣事業と意

思疎通支援者

の業務 

1 失語症者向け意思疎

通支援者派遣事業の

運用の運用の仕組み

やルールを理解する。 

・事業の概要 

・依頼から派遣までの流れ 

・トラブル発生時の対応等 

行政職員 

有識者 

言語聴覚士 

講義 身体介助の方

法 

2 外出時に身体介助を

安心・安全に行うため

の基本的な技術を理

解する。 

・外出時に必要な、身体介助（特

に片麻痺の方向け）と声の掛け方 

・階段昇降、椅子からの立ち上が

り、装具や衣服の着脱、食事や排

泄時の介助法等 

理学療法士 

作業療法士 

実習 身体介助実習 2 外出時に身体介助を

安心・安全に行うため

の基本的な技術を習

得する。 

理学療法士 

作業療法士 

 

 

 



 

 

【選択科目（40時間）】 

形態 教科名 時間数 目的（学習の目標） 内容 講義担当職種例 

講義 失語症と合併

しやすい障害

について 

1 失語症以外の障害を

併せ持つ失語症者の

生活における課題と、

その支援方法を理解

する。 

・他の障害（高次脳機能障害等）

の併発状況 

・原因疾病や合併疾病に対する治

療の実際 

・病気や服薬などの医療的状況 

・他の障害を併せ持つ失語症者へ

の支援方法 

言語聴覚士 

講義 福祉制度概論 1 失語症者が利用する

障害者福祉制度や各

種事業、地域の社会支

援の状況を理解する。 

・障害者総合支援法の仕組み 

・意思疎通支援者派遣事業につい

て 

・障害福祉サービス、医療保険制

度、介護保険制度について 

・地域の社会資源の状況 

行政職員 

有識者 

言語聴覚士 

講義 コミュニケー

ション方法の

選択法 

2 失語症者の会話能力

を把握し、その人に合

わせたコミュニケー

ション方法の選択法

を理解する。 

・音声、文字、絵、身振り、表情

の理解が可能か。 

・音声、文字、絵、身振り、表情

の伝達が可能か。 

・返答できる質問形式は何か。 

・会話中に、自分のミスに気づく

ことができるか 等 

※会話サロンのような場での実習

を想定 

言語聴覚士 

実習 コミュニケー

ション方法の

選択法 

10 失語症者の会話能力

を把握し、その人に合

わせたコミュニケー

ション方法の選択法

を理解する。 

言語聴覚士 

講義 コミュニケー

ション支援技

法Ⅱ 

4 応用的な会話技術を

理解する。 

・集団の交流場面や個人宅訪問時

を想定し、以下の技術を理解・習

得する。 

 -理解面を補う会話技術 

 -表出面を補う会話技術 

 -話の内容を確認する会話技術 

 -適切な態度によるコミュニケー

ションの実践 

※会話サロンのような場での実習

を想定 

言語聴覚士 

実習 コミュニケー

ション支援実

習Ⅱ 

22 応用的な会話技術を

習得する。 

言語聴覚士 

 


